
死因究明等推進計画策定の体制について

〇死因究明等推進基本法（第２２条～２９条）に基づき設置。

死因究明等推進計画検討会

〇「死因究明等推進計画の案の作成方針について」
（本部決定）に基づき設置。

〇死因究明等推進計画の案の作成に資する報告書
をとりまとめる。

〇座長は本部長が指名（佐伯本部員）。

・本部長 ： 厚生労働大臣

有識者 ５名

○構成員のほか、専門委員及び事務局を設置

・本部員 ： 総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、
国土交通大臣、国家公安委員会委員長

〇構成員：計１７名 （本部員１名、専門委員１６名）

〇必要に応じ、関係行政機関の職員その他の者の
出席が可能。

５名のうち１名

〇死因究明等推進計画（基本法第１９条）の案の作成を行う。

死因究明等推進本部

〇第１回推進本部を６月１５日～２５日に持ち回り開催し、
以下について本部決定（令和２年６月２５日付）。

・死因究明等推進本部運営規則
・死因究明等推進計画の案の作成方針について
・死因究明等推進計画検討会の開催について

〇構成員

１６名

死因究明等推進計画の
案の作成に向けた検討

有識者 １６名

・事務局

-事務局長 ： 医政局長

-参事官長 ： 医政局医事課長

-企画官長 ： 医政局医事課死因究明等企画調査室長

・専門委員：

参考１



 
 

死因究明等推進本部運営規則 

 

令 和 ２ 年 ６ 月 25 日 

死因究明等推進本部決定 

 

（本部の運営） 

第一条 死因究明等推進本部（以下「本部」という。）の運営に関しては、法令

に定めるもののほか、この運営規則の規定するところによる。 

 

（開催） 

第二条 本部は、死因究明等推進本部長（以下「本部長」という。）が招集する。 

２ 本部長は、本部を招集しようとするときは、本部の日時、場所及び審議事項

をあらかじめ死因究明等推進本部員（以下「本部員」という。）に通知しなけ

ればならない。 

 

（本部員の欠席） 

第三条 本部を欠席する本部員は、代理人を本部に出席させ、又は他の本部員に

議決権の行使を委任することはできない。ただし、国務大臣である本部員が欠

席する場合は、本部長の了解を得て、副大臣を代理人として出席させることが

できる。この場合にあっては、当該副大臣に議決権を行使させることはできな

い。 

２ 本部を欠席する本部員は、本部長を通じて、当該本部に付議される事項につ

き、書面により意見を提出することができる。 

 

（議事） 

第四条 本部は、本部長が出席し、かつ、本部員の過半数が出席しなければ、本

部を開き、議決することはできない。 

２ 議事を決するに当たり、本部長は出席本部員全員の同意を得るよう努めなけ

ればならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、全員の同意を得られない場合には、本部長が本部

の議論を踏まえた上で、議事を決する。 

 

（専門委員等の出席） 

第五条 本部長は、必要があると認めるときは、専門委員その他の者の出席を求

めることができる。 

 

（審議の内容等の公表） 

第六条 本部長又は本部長の指名する者は、本部の終了後、遅滞なく、当該本部

における審議の内容等を、適当と認める方法により、公表する。 



 

 

（議事要旨） 

第七条 本部長又は本部長の指名する者は、本部の終了後、速やかに、当該本部

の議事要旨を作成し、これを公表する。 

 

（議事録） 

第八条 本部長は、本部の終了後、当該本部の議事録を作成し、本部に諮った上

で、これを公表する。 

２ 前項の規定にかかわらず、議事録が、行政機関の保有する情報の公開に関す

る法律（平成１１年法律第４２号）第５条各号に掲げる情報のいずれかを含む

場合は、本部長は、本部に諮った上で、議事録の全部又は一部を非公表とする

ことができる。 

 

（雑則） 

第九条 この規則に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定め

る。



 
（参考） 

○死因究明等推進基本法（令和元年法律第三十三号）（抄） 

 

（設置及び所掌事務） 

第二十条 厚生労働省に、特別の機関として、死因究明等推進本部（以下「本部」という。

）を置く。 

２ 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 死因究明等推進計画の案を作成すること。 

二 死因究明等に関する施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 

三 前２号に掲げるもののほか、死因究明等に関する施策に関する重要事項について調査

審議するとともに、死因究明等に関する施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を

検証し、評価し、及び監視すること。 

（組織） 

第二十一条 本部は、死因究明等推進本部長及び死因究明等推進本部員10人以内をもって組

織する。 

（死因究明等推進本部長） 

第二十二条 本部の長は、死因究明等推進本部長（以下「本部長」という。）とし、厚生労

働大臣をもって充てる。 

（死因究明等推進本部員） 

第二十三条 本部に、死因究明等推進本部員（以下「本部員」という。）を置く。 

２ 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣

が指定する者 

二 死因究明等に関し優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する者 

３ 前項第２号の本部員は、非常勤とする。 

（専門委員） 

第二十四条 本部に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

（幹事） 

第二十五条 本部に、幹事を置き、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命す 

る。 

２ 幹事は、本部の所掌事務について、本部長及び本部員を助ける。 

（資料提出の要求等） 

第二十六条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機

関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定す

る者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（本部の運営の在り方） 

第二十七条 本部の運営については、第23条第２項第２号の本部員の有する知見が積極的に

活用され、本部員の間で充実した意見交換が行われることとなるよう、配慮されなければ



 
ならない。 

（事務局） 

第二十八条 本部の事務を処理させるため、本部に事務局を置く。 

２ 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。 

３ 事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 

４ 事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。 

（政令への委任） 

第二十九条 この章に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で

定める。 

 

○死因究明等推進本部令（令和二年政令第七十二号） 

 
（死因究明等推進本部長） 

第一条 死因究明等推進本部長は、死因究明等推進本部（以下「本部」という。）の事務を

総括する。 

（国務大臣以外の本部員の任期等） 

第二条 死因究明等推進本部員（以下この条において「本部員」という。）のうち、死因究

明等推進基本法第 23 条第２項第２号の本部員の任期は、２年とする。ただし、補欠の本部

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前項の本部員は、再任されることができる。 

（専門委員） 

第三条 本部の専門委員（次項において「専門委員」という。）は、非常勤とす

る。 

２ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したと

きは、解任されるものとする。 

（事務局の組織） 

第四条 本部の事務局に、参事官１人（関係のある他の職を占める者をもって充てられるも

のとする。）を置く。 

２ 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。 

３ 前２項に定めるもののほか、本部の事務局の内部組織の細目は、厚生労働省令で定める。 

（本部の運営） 

第五条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、死因究明等推進本

部長が本部に諮って定める。 

 

 



 

 

 
死因究明等推進計画の案の作成方針について 

 

令 和 ２ 年 ６ 月 2 5 日 

死因究明等推進本部決定 

 

１．死因究明等推進本部（以下「本部」という。）は、令和３年４月を目途に、

死因究明等推進基本法（令和元年法律第３３号。以下「法」という。）第１９

条に基づく死因究明等に関する施策に関する推進計画（以下「死因究明等推進

計画」という。）の案の作成を行う。 

 

２．死因究明等推進計画の案は、法第１０条から第１８条までに掲げられた基本

的施策（下記の注を参照）を中心に、死因究明等に関する施策の総合的かつ計

画的な推進を図るために必要な措置を定めるものとする。 

 

３．死因究明等推進計画の案の作成に資するため、死因究明等推進本部長が指名

する本部員及び専門委員により構成される検討会を開催するとともに、厚生労

働省において、国民の意見を幅広く聴取する。  
 
（注）法第１０条から第１８条までに掲げられた基本的施策 

 

 ○ 死因究明等に係る人材の育成等（第１０条）  

 ○ 死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備（第１１条）  

○ 死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備（第１２条） 

 ○ 警察等における死因究明等の実施体制の充実（第１３条） 

 ○ 死体の検案及び解剖等の実施体制の充実（第１４条） 

 ○ 死因究明のための死体の科学調査の活用（第１５条） 

 ○ 身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備

（第１６条） 

 ○ 死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進（第１７条）  

 ○ 情報の適切な管理（第１８条） 



 

 
死因究明等推進計画検討会の開催について 

 

令 和 ２ 年 ６ 月 2 5 日 

死因究明等推進本部決定 

 

１．趣旨 

  「死因究明等推進計画の案の作成方針について」（令和２年６月 25 日死因

究明等推進本部決定）に基づき、死因究明等推進計画の案の作成に資するため、

死因究明等推進計画検討会（以下「検討会」という。）を開催する。  
 
２ ． 招 集  

検 討 会 は 、 死 因 究明 等 推 進 本 部 長 （以 下 「 本 部 長 」 とい う 。 ） が招

集 す る 。  
 

３．検討会の座長  
検討会の座長は、検討会を主宰する者として、本部長が指名する。  

 
４．関係者の出席 

  検討会は、必要に応じ、関係行政機関の職員その他の者の出席を求めること

ができる。 

 

５．庶務 

  検討会の庶務は、厚生労働省死因究明等推進本部事務局において処理する。 

 

６．その他 

  この決定に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、本部長が定める。 

 

 


